
	

（一社）日本学生氷上競技連盟細則	

	

第１章	 入会	

	

（正会員への新入会）	

第１条	 この法人の正会員を希望する団体（各部門）は、会長あてに入会申請書を提出し

なければならない。入会申請書には、以下の書類を添付し、当該大学が委嘱した部長ま

たはこれに準ずるものが、責任者として記名押印すること。	

（１）役員名簿（部長またはこれに準じる者、監督、コーチの氏名・現住所・電話番号、

メールアドレス。）	

（２）学生役職者名簿（主将、主務、副務の氏名、現住所、電話番号、メールアドレス）	

（３）学連代表委員（氏名、学年、現住所、電話番号、メールアドレス。なお、学連代

表委員は、各部門から１名選出しなければならない。代表委員は、主将、主務、

副務を兼ねる者であっても構わない。）	

（４）部員登録名簿（その部門のマネージャーを含む全ての部員の氏名・学年・出身高

校）	

（５）現在の活動状況報告書（日本スケート連盟および日本アイスホッケー連盟への登

録状況等を含む）	

（６）部規約	

（７）当該大学の体育会、学友会またはこれに準ずる大学の組織に所属している証明書

（その団体が大学を代表する唯一のスピード、フィギュア、アイスホッケー、女

子アイスホッケーの団体であることがしめされているもの）	

（８）この法人の正会員２団体以上の推薦状	

２.	平成 28 年 10 月 1 日時点で、旧日本学生氷上競技連盟に加盟していた団体について

は、上項(５)から(８)の書類の提出を免除するものとする。	

	

（正会員の入会承認）	

第２条	 入会申請書が、必要な条件を満たしている場合、理事会が入会を承認する。	

	



（個人登録会員の資格の取得）	

第３条	 正会員である団体からの部員登録名簿の提出をもって、その部員を個人登録会員

であるものとする。ただし、複数の大学での登録は認めない。	

	

（賛助会員の資格の取得）	

第４条	 この法人に賛助会員入会届けを提出し、第２章に定める会費を支払ったものは、

理事会の承認により賛助会員となる。	

	

（脱退）	

第５条	 この法人の正会員を脱退する団体は、その理由を明記し、当該大学が委嘱した部

長および主将に該当するものが、ともに記名押印した脱退届を提出しなければならない。

ただし、当該年度の会費は理由の如何にかかわらず返却しない。	

	 ２	 脱退した団体が再入会する際は、あらためて新入会の手続きを経なければならない。	

	

（正会員資格の休止）	

第６条	 当該年度につき、正会員としての資格を休止したい団体は、本連盟の定める書式

にしたがって休止届をだすことができる。	

	 ２	 休止する団体については、当該年度の会費を免除する。ただし、一度納入された会

費は返却しない。	

	

	

第２章	 会費	

	

	

（会費）	

第７条	 この法人への入会金および会費は、以下のように定める。なお、2016 年 10 月 1 日

時点で、旧日本学生氷上競技連盟に加盟していた団体は、第２項の正会員の入会金を免除

する。	

	 ２	 正会員の入会金（一団体あたり）	

	 	 （１）スピード部門	 10,000 円	

	 	 （２）フィギュア部門	10,000 円	

	 	 （３）アイスホッケー部門 10,000 円	

	 ３	 正会員の年会費（一団体あたり）	



	 	 （１）スピード部門 12,000 円(関東地区は関東学連分を含め・20,000 円)	

	 	 （２）フィギュア部門 12,000 円(関東地区は関東学連分を含め・20,000 円)	

	 	 （３）アイスホッケー部門 12,000 円(関東地区は関東学連分を含め・20,000 円)	

✳ ︎特例として、部員数が２名以下の団体については、申請がある場合には、関東学連

分の年会費について後日 4,000 円返金する。	

	 ４	 地方学連会員の年会費は無料とする。	

	 ５	 個人登録会員の年会費（マネージャーを含む部員１名につき）	

	 	 （１）スピード部門 2,500 円（関東地区は関東学連分を含め 3,000 円）	

	 	 （２）フィギュア部門 2,500 円（関東地区は関東学連分を含め 4,000 円）	

	 	 （３）アイスホッケー部門 2,500 円	

	 ６	 賛助会員の会費（なお、各会員区分の差異については、理事会で決議する）	

	 	 （１）個人	 A 会員・年間 30,000 円	

	 	 	 	 	 	 	 	 B 会員・年間 10,000 円	

																C 会員・年間 3,000 円	

	 	 （２）法人	 A 会員・（特別協賛企業）・年間会費は理事会で定める。	

	 	 	 	 	 	 	 	 B 会員・年間 150,000 円	

	 	 	 	 	 	 	 	 C 会員・年間	50,000 円	 	

	

第８条	 新規入会（個人登録会員も含む）の場合を除き、前条３項から５項までの会費を、

定められた期限までに納入しなかった場合には、遅延金を支払わなければならない。遅

延金については、納入期限後１か月以内の場合は 5,000 円とし、以降１か月遅れるごと

に 5,000 円を加算する。なお、期限を守ることができない特別な事情がある場合には、

事前にこの法人の事務局に申し出なければならない。特別な事情について、理事会の承

認が得られた場合、遅延金を免除する。	

	

	

第３章	 役員、役職者の推薦案	

	

（役員の選任案）	

第９条	 次年度の役員（理事・監事）の総会への推薦案の作成は、前年度の理事会にてこ

れを行う。役員の推薦案を作成するにあたり、会長は次期役員・役職者推薦委員会を設

置し、次期役員案を理事会に提案する。なお、会長、副会長を除く理事は、原則として、

この法人の個人登録会員でなければならない。	



	

（役職者の選任）	

第１０条	 次年度の会長・副会長の推薦案の作成は、前年度の理事会にてこれを行う。次

年度の会長・副会長の、次期理事会への推薦案を作成するにあたり、会長は次期会長・

副会長推薦委員会を組織する。なお、会長は、原則として、この法人の正会員の部長も

しくは顧問でなければならない。副会長は、この法人の正会員の部長もしくは顧問、な

いしは地方学連の役職者でなければならない。	

	 ２	 会長・副会長を除く役職者の、次期理事会への推薦案の作成は、前年度の理事会に

てこれを行う。役職者の推薦案は、次期役員・役職者推薦委員会が理事会に提案する。	

	

	

第４章	 総会	

	

(総会への出席)	

第１１条	 この法人の正会員から選出された代表委員が、総会での議決権を有する。なお、

代表委員は、主将、主務、副務を兼ねる者であっても構わない。	

	 ２	 総会には、この法人の正会員の監督・コーチ、およびこの法人の総裁、顧問、参事、

技術顧問、学生幹事が出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はもたない。	

	

	

	

第５章	 理事会	

	

(理事会への出席)	

第１２条	 理事会には、総裁、顧問、参事、技術顧問、学生幹事が出席し、意見を述べる

ことができる。ただし、議決権はもたない。	

	

	

第６章	 名誉顧問、顧問	

	

（名誉顧問の選任、職務）	

第１３条	 名誉顧問は、学生氷上競技の発展に貢献したものの中から、会長、副会長が理

事会に推薦し、理事会及び総会の議決を経て、会長が委嘱する。	



	 ２	 名誉顧問は、会長からの依頼があった場合、細則第１２条にかかわらず、理事会に

出席して意見を述べることができる。ただし、議決権はもたないものとする。	

	

（顧問の選任、任期、職務）	

第１４条	 顧問は、会長、副会長が、この法人の会長経験者のなかから理事会に推薦し、

理事会および総会での議決を経て、会長が委嘱する。	

	 ２	 顧問の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

総会の終結の時までとする。なお、再任は 4度までとする。 

	 ３	 顧問は総会、理事会、専門委員会に出席し、意見を述べることができる。 

	

	

第７章	 参事	

	

（参事の選任、任期、職務）	

第１５条	 参事は人事選考委員会が理事会に推薦し、理事会および総会で決議する。なお、

人事選考委員会は、会長、副会長、加盟校監督若干名で構成する。	

	 ２	 参事は次のなかから選出する。	

（１）	この法人の正会員の監督、コーチ（各部門より若干名）	

（２）	この法人、または旧日本学生氷上競技連盟の理事経験者（若干名）	

（３）	会長もしくは副会長が推薦する者（若干名）	

	 ３	 参事の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

総会の終結の時までとする。なお、再任は妨げない。 

	 ４	 参事は理事会、総会、専門委員会、監督会、学生幹事会に出席し、意見を述べるこ

とができる。	

	

	

第８章	 技術顧問	

	

（技術顧問の選任、任期、職務）	

第１６条	 技術顧問は（公財）日本スケート連盟（スピード部門２名、フィギュア部門２

名）、および（公財）日本アイスホッケー連盟（２名）より推薦された者を、理事会で選

任し、会長が委嘱した後、総会で報告する。	

	 ２	 技術顧問の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する



定時総会の終結の時までとする。なお、再任は妨げない。	

	 ３	 技術顧問は理事会、総会、専門委員会、監督会、学生幹事会に出席し、意見を述べ

ることができる。	

	

	

第９章	 報酬	

	

	

（理事・監事への報酬の総額）	

第１７条	 理事、監事への年間報酬の総額は 130 万円を超えないものとする。	

	

（理事の報酬）	

第１８条	 理事の報酬は以下の通りとする。	

	 （１）理事会への出席	 一回 2,500 円（交通費手当は、理事会の定める内規に基づき支

給する。）	

	 （２）学生幹事会への出席	 一回 1,000 円（交通費手当は、理事会の定める内規に基づ

き支給する。）	

	 （３）大会運営業務日当	 １日 2,000 円（大会出張交通費は、理事会の定める内規に基

づき支給する。）	

	 ２	 前項（３）の大会運営業務に対する報酬については、特別な事情がある場合、理事

会の決議により変更できるものとする。	

	 ３	 前項（１）（２）に関しては、支給は年度末に行うものとする。	

	

（監事の報酬）	

第１９条	 監事の報酬は以下の通りとする。なお、支給は年度末に行うものとする。	

	 （１）理事会への出席	 一回 2,500 円（交通費手当は、理事会の定める内規に基づき支

給する。）	

	 （２）財産監査１回につき、2,500 円。	

	

（参事、技術顧問の報酬）	

第２０条	 参事への報酬は以下の通りとする。	

	 	（１）理事会、学生幹事会への出席	 一回 2,500 円（交通費手当は、理事会の定める内

規に基づき支給する。）	



	 	（２）大会運営業務	 １日 2,000 円（大会出張旅費は、理事会の定める内規に基づき支

給する。）	

		 ２	 前項（１）については、支給は年度末に行うものとする。	

	

（学生幹事の報酬）	

第２１条	 学生幹事への報酬は以下の通りとする。	

	 	（１）理事会、学生幹事会への出席	 １回 1,000 円（交通費手当は、理事会の定める内

規に基づき支給する。）	

	 	（２）大会運営業務	 １日 2,000 円（大会出張旅費は、理事会の定める内規に基づき支

給する。）	

	 ２	 前項（２）の大会運営業務に対する報酬については、特別な事情がある場合、理事

会の決議により変更できるものとする。	

	 ３	 前項（１）については、支給は年度末に行うものとする。	

	

（事務局長・職員の報酬）	

第２２条	 事務局長及び事務局職員（学生幹事を除く）への報酬は以下の通りとする。	

（１）	理事会、学生幹事会への出席	 １回 2,500 円（交通費手当は、理事会の定める内

規に基づき支給する。）	

（２）大会運営業務	 １日 2,000 円（大会出張旅費は、理事会の定める内規に基づき支

給する。）	

（３）学連事務室での作業	 時給 1,000 円（ただし、交通費手当は、理事会の定める内

規に基づき支給する。）	

	 ２	 前項（２）（３）に関しては、特別な事情がある場合、理事会の決議により変更でき

るものとする。	

	 ３	 前項（１）については、支給は年度末に行うものとする。	

	

(競技会参加費の免除)	

第２３条	 この法人の理事ないしは学生幹事が参加する競技会で、その競技会の大会運営

業務に理事ないしは学生幹事が携わっている場合には、その理事ないしは学生幹事に、

大会参加費相当額を後日支給する。	

	

	

	



第１０章	 専門委員会	

	

（スピード部門、フィギュア部門、アイスホッケー部門専門委員会）	

第２４条	 定款第４２条に定める専門委員会として、スピード部門専門委員会、フィギュ

ア部門専門委員会、アイスホッケー部門専門委員会（以後各部門専門委員会）を設置す

る。	

	

（各部門専門委員会の構成）	

第２５条	 各部門専門委員会の委員は、各部門委員長（本法人理事）、各部門委員（本法人

学生幹事）および正会員である団体の代表委員とする。なお、会長、副会長、参事、技

術顧問は、各部門専門委員会に出席し、意見を述べることができる。	

	

（その他の専門委員会）	

第２６条	 理事会の承認により、定款第４２条に定める専門委員会として、その他の専門

委員会を設置することができる。組織および運営に関する規定は理事会で別に定める。	

	

	

第１１章	 諮問機関	

	

（各部門監督会）	

第２７条	 各部門委員長（理事）が、監督会の事務を行う。	

	 ２	 参事、技術顧問は、各部門監督会に出席し、意見を述べることができる。	

	

（地方学連代表者会）	

第２８条	 理事長が、地方学連代表者会の事務を行う。	

	 ２	 地方学連代表者会は、原則として総会と同日に行う。	

	 ３	 参事、技術顧問は地方学連代表者会に出席し、意見を述べることができる。	

	

	

第１２章	 事務局	

	

（学生幹事の選任）	

第２９条	 学生幹事は、この法人の正会員からの推薦および個人登録会員からの自薦によ



り、理事会で決議し、会長が委嘱する。なお、学生幹事は原則として、この法人の個人

登録会員でなければならない。	

	 ２	 この法人の正会員は、各部門委員長（理事）から学生幹事候補者の推薦依頼があっ

た場合には、それに応じる義務がある。なお、推薦依頼に応じることができない場合に

は、その理由を会長に書面にて提出し、理事会の承認を得なければならない。	

	

（学生幹事の職務）	

第３０条	 学生幹事は、理事を補佐し、この法人の各種事務を行うものとする。	

	

（学生幹事会）	

第３１条	 理事は、学生幹事会を招集することができる。学生幹事会を開催する場合には、

開催日時、参加人数、主たる議題とその結果について、会長、副会長ならびに会計担当

理事に報告しなければならない。	

	

（事務局長の選任）	

第３２条	 この法人の事務局長は、会長、副会長が理事会に推薦し、理事会の決議を経て、

会長が委嘱する。	

	

（事務局長の職務）	

第３３条	 事務局長は、理事および学生幹事を補佐し、この法人の各種事務を取り仕切る

ものとする。	

	

	

	

第１３章	 資格	

	

（競技者）	

第３４条	 この法人が主催もしくは共催する競技会の競技者は、この法人の正会員の在学

生であり、かつこの法人の個人登録会員として登録された者に限る。	

	

（競技出場者）	

第３５条	 この法人に登録した年度から通算４年間は、競技会参加資格を有する。ただし

大学院生は参加資格を持たない。	



２	 この法人が主催もしくは共催する競技会への外国籍学生の出場は、１校につき次のと

おりとする。	

（１）スピード、フィギュア部門において、１名以内	

	 	 （２）アイスホッケー部門において、２名以内	

	

（登録取消）	

第３６条	 以下の者は、この法人が主催もしくは共催する競技会に参加できない。	

１	 この法人または（公財）日本スケート連盟、（公財）日本アイススケート連盟から、規

約違反により出場停止または競技者資格を剥奪された者	

２	 競技会に偽名、その他不正なる手段をもって参加出場した者	

３	 停学処分等を受け、未だ処分が解除されない者	

４	 休学中の者	

	

	

第１４章	 地方学連	

	

（設置の目的）	

第３７条	 この法人の組織強化ならびに学生スケート界の健全なる発展を期し、各地方に

地方学連を設置することができる。	

２	 地方学連は前項の目的達成のため、この法人と正会員との連絡の徹底を期し、あわせ

て各地区における加盟校の育成強化にあたる。	

	

（設置地域）	

第３８条	 地方学連については、これを北海道、東北、北信越、関東、中部、関西、中四

国、九州地区に設置する。	

	

（規約）	

第３９条	 各地方学連は、独自にその規約を持つ。	

	

（総会）	

第４０条	 各地方学連は、その所属する大学の代表からなる総会を開催することができる。	

	

（運営機関）	



第４１条	 各地方学連は代表委員を選出し、これをこの法人に通知しなければならない。	

２	 前項の役職は、学生がこれにあたるものとする。	

	

	

第１５章	 罰則	

	

	

（決定）	

第４２条	 罰則は懲罰委員会で決定し、理事会で承認を得るものとする。決定内容につい

ては、決定後に開催される総会で報告しなければならないが、除名処分については総会

での決議が必要となる。	

２	 懲罰委員会規程は別に定める。	

	

（通告）	

第４３条	 懲罰委員会規程に基づいた処分の通告は、理事会での承認を得た後に文書で行

う。なお、緊急で理事会を招集できない場合には、懲罰委員会委員長名で処分の予告を

することができる。	

	

第１６章	 細則の改正	

	

（規約の改正）	

第４４条	 本規約の改正は、定款第１９条第２項（３）の定款の変更に準ずるものとする。	

	

	

	

付則	

	 本規則は一般社団法人日本学生氷上競技連盟設立日より施行する。	

 
 


